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第６章 計画の実現に向けて

1 都市づくりの取組に関する方針

(1) 本計画に沿った都市づくりの推進
本計画は、本市の都市づくりに関する基本的な方針を定めたものです。そこで今後は、上位計画に即しなが

ら、必要に応じて関連計画や分野別計画の策定及び見直しを行いつつ、本計画に沿って、土地利用関係法令や
開発許可制度などを適正に運用し、秩序ある土地利用を促進するとともに、本市の骨格を形成する都市施設
の効率的な整備を進めていきます。

あわせて、道路・防災・産業誘致など広域的な調整が必要となるような事項については、国や県と調整を図り、
自治体間で相互に連携及び協力し、都市づくりを進めていきます。

(2) 市民協働による都市づくりの推進
今後、少子高齢化の進行にともなう人口構成の変化などを背景に、行財政状況がより一層厳しさを増すこと

が予想される中、将来にわたり、健全な都市運営ができる持続可能な都市づくりを進めるためには、市民とともに、
市や地域が抱える課題を解決するための取組を進めていくことが必要です。

そのため、本市では、行政や市民、関係団体をはじめ、多様な主体間で情報を共有し、連携及び協力の基、各々
の役割を果たしながら、都市づくりを実践します。

また、本計画における地域別構想は、地域別ワークショップでの意見や検討結果を参考に策定しています。
そこで、この地域別構想を市民による身近なまちづくり活動を支える計画と位置付け、地域別構想に示され

た目標や方針などを地域住民に周知し、地域住民同士で共通の理解を深めてもらいながら、身近なまちづくり
に対して自発的かつ積極的に取り組んでいけるような組織づくりやアダプトプログラムを始めとした地域活動
への支援策などについて検討していきます。

(3) 民間活力を生かした都市づくりの推進
道路や公園、河川などの公共空間については、多くの市民に利用されていますが、今後は公共空間を地域

資源の一つと捉え、積極的に活用していくことにより、まちのにぎわいの創出や交流を官民連携により促進す
ることが重要です。

このため、効率的かつ効果的な都市づくりの推進に向けて、公共空間を活用した民間主体の活動や取組の
促進、民間の資金やノウハウの活用についても検討していきます。
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2 本計画の進行管理に関する方針
本計画は、長期的な視点から将来の本市の姿（将来都市像）を展望しつつ、10年後を目標に土地利用フレー

ムを定めるとともに、都市づくりの方針では、優先的に取り組むべき主な施策や事業を定めています。ただし、
その内容は固定的なものとすべきではなく、本市を取り巻く社会情勢の変化などに応じ、適切に見直されるべ
きものです。

そこで、本計画の上位計画である第６次大府市総合計画の施策体系と本計画における施策や事業との対応
関係を整理した上で、総合計画に基づく行政評価結果を踏まえながら、本計画における施策や事業の進捗状
況を定期的に確認します。その上で、必要に応じて本計画の内容を見直していくなど、柔軟で機動的な進行管
理（ＰＤＣＡサイクル）を行うものとします。

また、本計画における基本的な方向性や方針に加え、施策や事業の進捗状況を庁内で共有化するとともに、
必要に応じ、庁内関係部署で横断的な連絡調整を行うことができる仕組みを整備していきます。

図表6-1　進⾏管理イメージ

第６次大府市総合計画

　施策・事業との対応関係を整理し、
総合計画に基づく行政評価することで、
都市計画マスタープランの進捗を確認

第４次大府市都市計画マスタープラン

将来の本市の姿（将来都市像）
まちの心地よさを五感で感じられ、いつまでも住み続けたいと思える健康都市 

都市づくりの目標
目標１　人もまちも健康で、心身ともに健やかに暮らし続けることができる『安

心・安全都市』
目標２　利便性が高く暮らしやすい『集約型都市』
目標３　にぎわいと活気に満ちた『活力都市』
目標４　環境にやさしく、地域の個性や魅力が輝く『快適都市』
目標５　将来にわたり、健全な都市運営ができる『持続可能都市』

10 年後の目標（土地利用フレーム）

都市づくりの方針
（優先的に取り組むべき主な施策・事業）

必要に応じて計画内容を見直し
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